
                                                                                                    NONONONO．．．．２２６２２６２２６２２６    

                         ２０１２．４．１５

社会福祉法人 大阪市知的障害者育成会

 (別名 大阪市手をつなぐ親の会) 

大阪市天王寺区東高津町 12-10 

   大阪市立社会福祉センターB１F 

発行責任者 笹野井 庸夫 

TEL 06(6765)5621 FAX 06(6765)5623

http://city-osaka-ikuseikai.or.jp

（１）2012 年 4 月 15 日発行 226 号（平成 6年 10 月 17 日第三種郵便認可・毎月 1回 15 日発行）定価 10円 

   

      

ふれあい 

このふれあいは平成 23 年 12 月に実施されたＮＨＫ歳末たすけあい配分金により作成しています。 

 

 

 

 

 

 

平成２４年３月１２日、「第４回障がい者制度改革推

進本部」が開催され、「地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の

整備に関する法律案」が決定されました。翌１３日には、

同案が閣議決定され、国会に上程されました。 

ここ最近新法の施行に向けてめまぐるしい動きがあ

りましたが、いよいよ国会での審議が行われます。 

 以下に、同法律案の概要を示しておきます。 

 

１． 趣旨 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて、地域社会における共生の実現に向けて新た

な障害保健福祉施策を講じるため、関係法律の整備

について定めるものとする。 

 

２．概要 

 （１）題名 

   「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び 

   社会生活を総合的に支援するための法律（障害者 

総合支援法）」とする。 

 

 （２）基本理念 

    法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生 

   社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び 

   地域社会における共生、社会的障壁の除去に資す      

   るよう総合的かつ計画的に行われることを法律の 

   基本理念に新たに掲げる。 

 

 （３）障害者の範囲 

   「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難

病等を加える。（児童福祉法に障害児の範囲も同様

に対応。） 

 

 

 

 

（４）障害者に対する支援 

  ①重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等  

   であって常時介護を要する障害者として厚生労働       

   省令で定めるものとする） 

  ②共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助 

  （グループホーム）への一元化 

  ③地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を 

   深めるための研修や啓発を行う事業、手話通訳者

等を養成する事業等） 

 

（５）サービス基盤の計画的整備 

  ①基本指針・障害福祉計画について、定期的な検証      

   と見直しを法定化 

  ②市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障

害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化 

  ③自立支援協議会の名称について、地域の実情に応

じて定められるよう弾力化するとともに、当事者

や家族の参画を明確化 

 

（６）検討規定 

   ＜障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後 

    ３年を目途として、以下について検討＞ 

 

・常時介護を要する者に対する支援、移動の支援、

就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 

・障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方 

・意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対す

る支援の在り方 

＊上記の検討に当たっては、障害者やその家族その

他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。 

 

３．施行期日 

 平成２５年４月１日 

 ＊但し、（４）の① 及び ②については、 

  平成２６年４月１日 

新新新新たなたなたなたな障害者福祉法障害者福祉法障害者福祉法障害者福祉法（（（（案案案案））））のののの審議審議審議審議についてについてについてについて    

        ～～～～閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されされされされ国会国会国会国会にににに提出提出提出提出されるされるされるされる～～～～    


